
令和６年 8月の作業資格等取得講習のご案内 

１ 刈払機取扱作業者安全衛生教育 

２ テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育 

３ 騒音障害防止対策の管理者教育（R5年 4月ガイドライン改訂） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
※各コース 18歳以上の方が対象です。 
 

予約方法 締切日までに、お電話にて予約状況を確認の後、①～③のご提出と受講料の 

     お支払をお願い致します。 

①受講申込書 

②写真(ﾀﾃ 3cm×ﾖｺ 2.4cm)２枚 

③運転免許証のコピー 

    受講料は締切日までに窓口にてお支払い頂くか、以下の口座へお振込下さい。 

北星信用金庫 本店（普）１０７８８２９ 

      公益社団法人上川北部地域人材開発センター運営協会   

      ※振込手数料はご負担頂きます様お願い致します。 

受付時刻 午前８：００まで 

会 場 上川北部地域人材開発センタ－  (名寄市緑丘３０番地１) 

   当日持参するもの…筆記用具・印鑑 

締 切 日 3科目とも令和 6年 7月 19日※申込書類必着（定員となり次第締切となる場合があります） 

講習委託先 株式会社ＰＣＴ 北海道教習所（旧日立建機教習センタ）  

受付・予約先 上川北部地域人材開発センター ℡０１６５４－２－２３９３ 

※講習当日のキャンセルは受付できませんので、必ず前日までにご連絡をお願い致 

します（当日の場合は受講料の返金ができません）。 
 
会場の都合や実技規定により定員がございますので、必ず事前に電話予約を行って下さい｡ 

 

公益社団法人上川北部地域人材開発センター運営協会 

住所：名寄市緑丘３０番地１  

ＴＥＬ：０１６５４－２－２３９３ ＦＡＸ：０１６５４－３－７９０５ 

２ テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育 

内 容：荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作に係る操作資格 

     作業をする方は受講が義務付けられております（令和６年 2月より）。 

日 程：令和６年 8月 2日 午前 8時 00分から 

   受講料：17,000円（教本代込み）定員：20名 

１ 刈払機取扱作業者安全衛生教育 

内 容：刈払機（草刈機等）を使用する為の安全教育（作業資格の取得） 

日 程：令和６年 8月 1日 午前 8時 00分から 

   受講料：14,000円（教本代込み）定員：20名 

３ 騒音障害防止対策の管理者教育 

  内 容：R5年 4月に改訂された騒⾳障害防⽌のためのガイドラインに対応する管理者教育 

安全衛生推進者などから専任された騒音障害防止対策の管理者の方が対象です。 

日 程：令和６年 8月 3日 午前８時 00分から 

   受講料：12,000円（教本代込み）定員：20名 


